
管理規程等を定める際の意見公募手続等に関する指針 

 

（趣旨） 

第１条 この指針は、行政手続法（平成５年法律第88号）第46条の規定に基づき、大阪市水道局（以下「当

局」という。）の行政運営における公正の確保と透明性（行政上の意思決定について、その内容及び過程

が市民にとって明らかであることをいう。）の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するため、 

管理規程等を定める際の意見公募手続等に関し、当局において準拠すべき事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 法令 法律及び法律に基づく命令（告示を含む。）をいう。 

 ⑵ 条例等 本市の条例、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第15条第１項の規定

による規則（以下「規則」という。）及び地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第10条の規定によ

る管理規程（以下「管理規程」という。）をいう。 

 ⑶ 管理規程等 管理規程及び水道局長（以下「局長」という。）が定める次に掲げるものをいう。 

  ア 処分の要件を定める告示（以下単に「告示」という。） 

  イ 審査基準（申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従って

判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。） 

  ウ 処分基準（不利益処分（法令に基づくものを含む。以下このウにおいて同じ。）をするかどうか又

はどのような不利益処分とするかについてその法令又は条例等の定めに従って判断するために必要

とされる基準をいう。以下同じ。） 

  エ 行政指導指針（同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導を

しようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。） 

 

※第３号イ、ウ及びエの該当性判断について 

告示、通達、通知等制定形式を問わないこととします。 

 

（適用除外） 

第３条 次に掲げる管理規程等を定める行為については、第５条から第11条までの規定は、適用しないも

のとする。 

 ⑴ 管理規程又は告示を定める行為が処分に該当する場合における当該管理規程又は告示 

 ⑵ 法令又は条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する管理規程又は

告示 

 ⑶ 審査基準、処分基準又は行政指導指針であって、法令若しくは条例等の規定により若しくは慣行と

して、又は管理規程等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの 

 ⑷ 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める管理規程等 

 ⑸ 機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める管理規程等 



 ⑹ 職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償について定める管理規程等 

 ⑺ 予算、決算及び会計について定める管理規程等（入札の参加者の資格、入札保証金その他の当局の

契約の相手方になろうとする者に係る事項を定める管理規程等を除く。）並びに当局の財産及び物品

の管理について定める管理規程等（当局が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託

し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める管理規程等であって、

これの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。） 

 ⑻ 第４号から前号までに掲げるもののほか、市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項

に関する管理規程等 

 

※各号の該当性判断について 

管理規程等の案について全体を包括的にではなく、個別の規定ごとに検討し判断する必要があります。 

なお、各号のいずれかに該当する場合であっても、任意で意見公募手続を実施することを妨げるものでは

ありません。また、第５条第４項を参照してください。 

 

※第１号の趣旨 

管理規程又は告示を定める行為そのものが、その適用を受ける対象者に法律、条例等を当てはめること

により個人的かつ具体的な法律関係や権利義務に直接影響及ぼす場合が該当します。 

これについては、不特定多数の者に適用することを予定したルールを定めるものではないことから、意

見公募になじまないため、適用除外とするものです。 

 

※第２号の趣旨 

管理規程又は告示を定める行為そのものが、法律、条例等の執行としての性格を持ち、不特定多数の者

に適用することを予定したルールを定めるものではないことから、意見公募になじまないため、適用除外

とするものです。 

したがって、不特定多数の者への適用を予定しているものについては、この号に該当せず、意見公募手

続を実施する必要があります。 

 

※第３号の該当例 

取締り等の必要から公表することが適当でない場合等が該当します。 

 

※第４号から第８号までの趣旨 

その内容及び性質から市民の権利、利益又は義務に直接影響を及ぼさない事項に関する管理規程等につ

いては、意見公募手続の必要性が小さいため、適用除外とするものです。 

特に第８号については、第４号から第７号までのほか、市民をはじめとする関係者の権利、利益又は義

務に直接関わらない内部的事項に関する管理規程等を適用除外とする旨を明らかにしています。 

 



（管理規程等を定める場合の一般原則） 

第４条 局長は、管理規程等を定めるに当たっては、当該管理規程等がこれを定める根拠となる法令及び

条例等の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。 

２ 局長は、管理規程等を定めた後においても、当該管理規程等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化

等を勘案し、必要に応じ、当該管理規程等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めな

ければならない。 

 

（意見公募手続） 

第５条 局長は、管理規程等を定めようとする場合には、当該管理規程等の案（管理規程等で定めようと

する内容を示すものをいう。以下同じ。）及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見（情報を含

む。以下同じ。）の提出先及び意見の提出のための期間（以下「意見提出期間」という。）を定めて広く

一般の意見を求めるものとする。 

２  前項の規定により公示する管理規程等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該管

理規程等の題名及び当該管理規程等を定める根拠となる法令又は条例等の条項が明示されたものでなけ

ればならない。 

３  第１項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上とする。 

４ 次の各号のいずれかに該当するときは、第１項の規定は、適用しないものとする。 

 ⑴ 公益上、緊急に管理規程等を定める必要があるため、第１項の規定による手続（以下「意見公募手

続」という。）を実施することが困難であるとき 

 ⑵ 納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定

の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての管理規程等その他当該法令又は条例の施行に

際し必要な事項を定める管理規程等を定めようとするとき 

 ⑶ 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎とな

るべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める管理規程等を定めようとするとき 

 ⑷ 法第244条の２第３項の規定による指定についての管理規程等を定めようとするとき 

 ⑸ 法律又は条例の規定により、法第138条の４第３項に規定する附属機関（以下単に「附属機関」とい

う。）の議を経て定めることとされている管理規程等であって、相反する利害を有する者の間の利害

の調整を目的として、法律若しくは政令又は条例若しくは条例に基づく規則若しくは管理規程の規定

により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される附属機関において審議を行

うこととされているものとして管理規程等を定めようとするとき 

 ⑹ 本市の条例又は他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた規則、管理規程若しくは第２条第３

号アからエまでに掲げるものと実質的に同一の管理規程等を定めようとするとき 

 ⑺ 法令又は条例等の規定に基づき法令又は条例等の規定の適用又は準用について必要な技術的読替え

を定める管理規程等を定めようとするとき 

 ⑻ 管理規程等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該管理規程

等の廃止をしようとするとき 



 ⑼ 次に掲げるものを内容とする管理規程等を定めようとするとき 

ア 他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理 

イ アに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更 

 

※第１項の「これに関連する資料」の具体例 

・ 趣旨・目的・背景・経緯に関する資料 

・ 要約など内容をわかりやすく説明する資料 

・ 関係制度の概要、関連法令及び条例等の参照条文、市又は当局の方針 

・ 新旧対照表 

・ 影響の程度や範囲が示された資料 

・ 代替案との比較結果 

・ 立案に際しての調査結果や審議会答申 

・ 同時に改正される他の制度等の概要 

 

※第１項の「広く一般」について 

意見を求める対象者については、市民であるか否か、市内に在住、在勤、在学しているか否かなどを問

うことなく、また法人や外国人も含まれることとします。 

 

※第３項の「30日以上」について 

休日を含むこととします。 

なお、意見提出期間にゴールデンウィーク、年末年始等長期等の休日が含まれる場合など、30日を超え

る期間を設定することが適当な場合もあります。 

 

※第４項の趣旨 

第３条各号に定める適用除外事項には該当しないものの、意見公募手続の必要性又は合理性が認められ

ない場合に、意見公募手続の実施義務を解除するものです。 

なお、第９条第５項を参照してください。 

 

※第４項第１号の該当例 

・ 災害時等緊急に対応する必要がある場合 

・ 時々刻々に変わる市場動向に対応した措置が必要な場合 

・ 法律又は条例が特定の日までに管理規程等を定めることを求めている場合 

 

※第４項第２号から第６号までの趣旨 

意見公募手続の実施が他の手続と重複することとなるため、その義務を解除するものです。 

特に第４号については、指定管理者は、議会の議決を経て指定されるものであり、選定委員会による指



定管理予定者の選定は、最終的な決定ではないことから、募集要項における選定基準等について、意見公

募の実施義務を解除しています。 

 

※第４項第２号の該当例 

法律、条例の制定又は改正により、税、社会保険料、納付金、分担金、使用料、手数料等の納付すべき金

銭を定める場合における、当該金額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法などを定める管理

規程等が該当します。 

 

※第４項第３号の該当例 

予算に基づき補助金、貸付金等の金銭を給付しようとする場合における、当該金額の算定の基礎となる

べき金額及び率並びに算定方法などを定める管理規程等が該当します。 

 

（意見公募手続の特例） 

第６条 局長は、管理規程等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることがで

きないやむを得ない理由があるときは、前条第３項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を

定めることができるものとする。この場合においては、当該管理規程等の案の公示の際その理由を明ら

かにするものとする。 

２ 局長は、附属機関の議を経て管理規程等を定めようとする場合（前条第４項第５号に該当する場合を

除く。）において、当該附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第１項の規定に

かかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しないものとする。 

 

※第１項の「やむを得ない理由」について 

事務の遅延等内部的な都合については、該当しません。 

 

※第１項の「30日を下回る意見提出期間」について 

できるだけ長期間の意見提出期間を定めることとします。 

 

※第１項の「その理由」について 

例えば、「早急に定める必要があるため」では不十分で、早急に定めなければならない必要性を具体的

に示す必要があります。 

 

※第２項の「意見公募手続に準じた手続」について 

次の点がいずれも満たされていることが必要です。 

・ 意見公募手続について求められる内容と同等以上の案及び関連資料を公表している。 

・ 原則として30日以上の意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めている。 

・ 第９条に定める意見公募手続の結果の公示方法等と同様に結果を公表している。 



 

（意見公募手続の周知など） 

第７条 局長は、意見公募手続を実施して管理規程等を定めるに当たっては、必要に応じ、当該意見公募

手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努

めるものとする。 

 

※意見公募要領の公示について 

意見公募時には、当該管理規程等の案及びこれに関連する資料と併せて、次の事項を記載した意見公募

要領を公示してください。 

・ 意見公募の趣旨・目的・背景 

・ 意見公募の対象となる案及び関連資料の入手方法 

・ 意見公募期間（意見募集開始日及び終了日）及び意見提出先・提出方法 

 

（提出意見の考慮） 

第８条 局長は、意見公募手続を実施して管理規程等を定める場合には、意見提出期間内に提出された当

該管理規程等の案についての意見（以下「提出意見」という。）を十分に考慮するものとする。 

 

※考慮期間の確保について 

管理規程等を定める時期については、意見提出期間の終了後、提出意見を十分に考慮するための期間を

確保する必要があります。 

 

※提出意見の取扱いについて 

管理規程等に提出意見の内容を必ず反映しなければならないものではありませんが、提出意見に対する

判断は、合理的なものである必要があります。 

なお、意見公募手続は、管理規程等を定めるに当たり、市民の提出意見からも判断材料を得ようとする

ものですので、意見の多寡ではなく、その内容を考慮すべきです。 

 

（結果の公示等） 

第９条 局長は、意見公募手続を実施して管理規程等を定めた場合には、当該管理規程等の公布（公布を

しないものにあっては、公にする行為。第５項において同じ。）と同時期に、次に掲げる事項を公示する

ものとする。 

 ⑴ 管理規程等の題名 

 ⑵ 管理規程等の案の公示の日 

 ⑶ 提出意見（提出意見がなかった場合にあっては、その旨） 

 ⑷ 提出意見を考慮した結果（意見公募手続を実施した管理規程等の案と定めた管理規程等との差異を

含む。）及びその理由 



２  局長は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第３号の提出意見に代えて、当該提出意見を整

理又は要約したものを公示することができるものとする。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、

当該提出意見を事務所における備付けその他の適当な方法により公にするものとする。 

３ 局長は、前２項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれ

があるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができるものと

する。 

４ 局長は、意見公募手続を実施したにもかかわらず管理規程等を定めないこととした場合には、その旨

（別の管理規程等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。）

並びに第１項第１号及び第２号に掲げる事項を速やかに公示するものとする。 

５ 局長は、第５条第４項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで管理規程等

を定めた場合には、当該管理規程等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示するものとする。ただし、

第１号に掲げる事項のうち管理規程等の趣旨については、同項第１号から第４号までのいずれかに該当

することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該管理規程等自体から明らかでないと

きに限るものとする。 

 ⑴ 管理規程等の題名及び趣旨 

 ⑵ 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由 

 

※第１項の「同時期」について 

提出意見の多寡やその内容等個別具体的な事情を踏まえて、公示内容を作成・整理し終えるまでの作業

期間として合理的な説明のできる範囲とします。 

 

※第２項の趣旨 

意見公募に対して数多くの意見が提出された場合など、すべての提出意見をそのまま公示したのでは、

かえって市民にわかりにくくなる場合があるため、提出意見を整理又は要約したものを公示することがで

きることとします。ただし、恣意的な整理又は要約を防止するため、当該公示の後遅滞なく、当該提出意

見を公表しなければならないこととします。 

 

（準用） 

第10条 第８条の規定は第６条第２項に該当することにより自ら意見公募手続を実施しないで管理規程等

を定める場合について、前条第１項から第３項までの規定は第６条第２項に該当することにより意見公

募手続を実施しないで管理規程等を定めた場合について、前条第４項の規定は第６条第２項に該当する

ことにより自ら意見公募手続を実施しないで管理規程等を定めないこととした場合について準用する。

この場合において、第８条中「局長」とあるのは「附属機関」と、前条第１項第２号中「管理規程等の案

の公示の日」とあるのは「附属機関が管理規程等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同

項第４号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施した」

と読み替えるものとする。 



 

（公示等の方法） 

第11条 第５条第１項並びに第９条第１項（前条において読み替えて準用する場合を含む。）、第４項（前

条において準用する場合を含む。）及び第５項の規定による公示（次項において単に「公示」という。）

は、当局における窓口及び市民情報プラザでの閲覧又は配布並びにインターネットを利用した閲覧の方

法により行うものとする。 

２ 前項に規定する方法のほか、必要に応じ、市又は当局の広報紙への掲載その他適当であると認める方

法により、公示に係る事項の全部又は一部を公表するよう努めるものとする。 

 

※市民情報プラザにおける配架手続について 

意見公募手続開始日の一週間前までに、様式１による依頼文を添付して、意見公募手続に関するもので

あること及び問い合わせ先を明示したファイルに、管理規程等の案及び関連資料を綴り、１部市民情報プ

ラザに送付してください。 

なお、すべての公表資料をファイルに綴っていない場合は、すべての資料を入手する方法を明記してお

いてください。 

また、市民配布用冊子等の配架を希望する場合は、送付部数等について、事前に総務課（法務監査担当）

に協議してください。 

 

（管理規程等を定める際の報告等） 

第12条 局長は、管理規程等を定めるに当たり意見公募手続を実施するときは、事前に当該管理規程等を

所管する大阪市水道局事務分掌規程（昭和39年大阪市水道事業管理規程第10号）第２条第１項に規定す

る課長、所長及び場長並びに同条第５項に規定する担当課長（以下「課長等」という。）から法務監査担

当課長宛に報告させるものとする。 

２ 法務監査担当課長は、管理規程等を定めることに係る前項の報告を受けたときは、課長等に協議を求

めることができる。 

３ 局長は、法務監査担当課長と課長等との協議の結果、法務監査担当課長が当該管理規程等を定めるに

当たり第３条、第５条第４項各号又は第６条第２項のいずれかに該当することにより意見公募手続を実

施しないと判断した場合は、意見公募手続を実施しないものとする。 

４ 局長は、前３項に定めるもののほか、管理規程等に係る意見公募手続に関して、法務監査担当課長及

び課長等に報告を求めることができるものとする。 

 

※第１項の報告に際しての提出資料の様式について 

様式３のとおりとします。 

 

※第３項の協議に際しての提出資料の様式について 

様式２のとおりとします。 



 

（施行の細則） 

第13条 この指針の施行について必要な事項は、局長が定める。 

 

附 則 

１ この指針は、平成21年12月22日から施行する。 

２ 次の各号に掲げる管理規程等を定める行為については、第５条から第12条までの規定は、適用しない。 

 ⑴ 公布の日が平成22年２月28日（以下「基準日」という。）以前である管理規程 

 ⑵ 告示の日が基準日以前である告示 

 ⑶ 制定又は廃止の日が基準日以前である審査基準、処分基準及び行政指導指針 

附 則 

改正後の指針は、平成22年２月17日から施行する。 

   附 則 

 この規定は、平成30年３月22日から施行し、この規定による改正後の管理規程等を定める際の意見公募

手続等に関する指針の規定は、平成23年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正規定は、令和４年９月１日から施行する。 


